
   結城市水道事業における加入金の特別措置に関する要項 

 

 （目的） 

第１条 この告示は，結城市水道事業給水条例（昭和３８年結城市条例第２３号。以下 

 「条例」という。）第３３条及び結城市水道加入金取扱基準（昭和５４年結城市水道部 

 告示第１号）第６条の規定に基づく加入金の減免措置としての特別措置を定めることに 

 より，新規水道加入者及び既水道加入者において口径の増径をした者（以下「新規水道 

 加入者等」という。）に経済的支援を行うことで水道普及率の向上及び使用水量の増加 

 を図り，もって水道事業の健全な発展に資することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この告示において「加入金」とは，条例第３１条の２に定める加入金をいう。 

 （特別措置の対象となる者） 

第３条 特別措置の対象となる者は，平成２５年４月１日からの新規水道加入者等とする。 

 （加入金の減免額） 

第４条 加入金の減免額は，条例第３１条の２第１項に規定する加入金の額に１００分の

１０を乗じて得た額とし，給水装置を新設するときは給水管の口径に応じ，口径を増

径するときは新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の額との差額に応じ，

次表に掲げるとおりとする。 

給水管口径 減免額 

１３ミリメートル ７，７００円 

２０ミリメートル １１，０００円 

２５ミリメートル １６，５００円 

４０ミリメートル ３３，０００円 

５０ミリメートル ５５，０００円 

７５ミリメートル １１０，０００円 

１００ミリメートル ２２０，０００円 

１０１ミリメートル以上 管理者が別に定める額 

口径の増径 新口径に応ずる減免額と旧口 

径に応ずる減免額との差額 

（加入金の減免申請） 

第５条 加入金の減免を受けようとする者は，結城市水道事業加入金減免申請書（別記様

式）を市長に提出するものとする。 

 

   付 則 

 この告示は，平成２５年４月１日から施行する。 

   付 則（平成２６年３月２５日水道事業告示第１号） 

 この告示は，平成２６年４月１日から施行する。 

   付 則（平成２８年３月３１日水道事業告示第６号） 

 この告示は，平成２８年４月１日から施行する。 



   付 則（令和元年９月２７日水道事業告示第１号） 

 この告示は，令和元年１０月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式（第５条関係） 

 

結城市水道事業加入金減免申請書       

 

 結城市長       様 

 

 

 結城市水道事業における加入金の特別措置に関する要項第５条に基づき，加入金の減免 

を申請いたします。 

 

 

１ 申 請 期 日        年   月   日 

 

２ 申請者住所 

 

     氏名                      印 

 

３ 申 請 場 所 

 

 

 

減免額（該当する給水管口径に○印を付けること。） 

該当 給水管口径 １件当たりの減免額 件数 減 免 額 

 １３ｍｍ ７，７００円         円 

 ２０ｍｍ １１，０００円         円 

 ２５ｍｍ １６，５００円         円 

 ４０ｍｍ ３３，０００円         円 

 ５０ｍｍ ５５，０００円         円 

 ７５ｍｍ １１０，０００円         円 

 １００ｍｍ ２２０，０００円         円 

 １０１ｍｍ以上 管理者が別に定める額         円 

 増径   ｍｍ→  ｍｍ           円         円 

合  計         円 

 

 

 

 

 

 


